
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．扶養控除の見直しが行われました。Ⅰ．扶養控除の見直しが行われました。Ⅰ．扶養控除の見直しが行われました。Ⅰ．扶養控除の見直しが行われました。    

    

    （１）年齢１６歳未満の扶養親族（以下「年少扶養親族」といいます。）に対する扶養控除が廃止されました。 

    これに伴い、扶養控除の対象が、年齢１６歳以上の扶養親族（以下「控除対象扶養親族」といいます。） 

    とすることとされました。（下記表１参照） 

（２）年齢１６歳以上１９歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分（２５万円）が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は、 

   ３８万円とすることとされました。 

   これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢１９歳以上２３歳未満の扶養親族に変更されました。（下記表１参照）。 

（３）源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など（扶養親族等の数）に応じて、税額を算出するこ 

   ととされました。 

（４）これらの改正は、平成２３年１月１日平成２３年１月１日平成２３年１月１日平成２３年１月１日以後支払うべき給与について適用されます。    

 

            

             

         

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
            

    

    

平成２平成２平成２平成２２２２２年度年度年度年度 施策普及施策普及施策普及施策普及    VOL．．．．40    

葛 城 地 区 商 工 会 広 域 協 議 会   

≪表１≫年齢別の扶養控除の概要≪表１≫年齢別の扶養控除の概要≪表１≫年齢別の扶養控除の概要≪表１≫年齢別の扶養控除の概要    

この広報に関するお問合わせ   お近くの税務署へお問いいただくか、国税庁ホームページをご覧下さい 

 葛城税務署 ＴＥＬ：0745-22-2721(自動音声受付)      国税庁ホームページ：http://www.nta.go.jp/ 



    

    

    

    

    表面、≪表１≫の扶養控除について、改正後は以下のように変更されます。表面、≪表１≫の扶養控除について、改正後は以下のように変更されます。表面、≪表１≫の扶養控除について、改正後は以下のように変更されます。表面、≪表１≫の扶養控除について、改正後は以下のように変更されます。    

    

            表２【改正表２【改正表２【改正表２【改正後の後の後の後の扶養控除額】扶養控除額】扶養控除額】扶養控除額】    

    

区分 控除額 

扶養控除 一般の控除対象 

扶養親族 

～１５歳 ３８０，０００→ ０ (年少扶養控除の廃止) 

２３歳～６９歳 ３８０，０００→３８０，０００ (変更なし) 

特定扶養親族 １６～１８歳 ６３０，０００→３８０，０００ (特定扶養控除 

                上乗せ分廃止) 

１９～２２歳 ６３０，０００→６３０，０００ (変更なし) 

 

 ⅡⅡⅡⅡ．．．．同居特別障害者同居特別障害者同居特別障害者同居特別障害者加算の特別措置が改組されました。加算の特別措置が改組されました。加算の特別措置が改組されました。加算の特別措置が改組されました。    

    

    （１）年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に、 

    配偶者控除又は扶養控除の額に３５万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を１人につき７５万円 

(特別障害者である場合の障害者控除額４０万円に３５万円を加算した額)とする制度に改められました。(下記表３参照) 

 （２）給与に対する源泉徴収税額は、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当するときは、 

従前どおり、これらの一に該当するごとに扶養親族の数に 1人を加えて計算します。 

  (注)年少扶養親族の人数については、扶養親族等の数に加えないことになります。 

（３）これらの改正は、平成２３年１月１日平成２３年１月１日平成２３年１月１日平成２３年１月１日以後支払うべき給与について適用されます。 

 

   表３【障害者控除の概要】 

 

   ○一般の控除対象扶養親族 

    １ 特別障害者（同居特別障害者以外）の場合   ２ 同居特別障害者の場合 

       【現行】                    【改正前】     【改正後】 

      控除額：７８万円                控除額：１１３万円  控除額：１１３万円 

 

 

 

 

 

 

   ○年少扶養親族               

    １特別障害者（同居特別障害者以外）の場合    ２ 同居特別障害者の場合 

      【改正前】      【改正後】          【改正前】      【改正後】 

      控除額：７８万円   控除額：４０万円      控除額：１１３万円   控除額：７５万円 

 

 

 

 

 

              

 

 


